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第２回ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会 

 

【総合政策局総務課長】  それでは、定刻になりましたので会議を始めさせていただき

たいと思います。 

 ただいまから第２回ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検討委員会を開催させ

ていただきます。皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 私、冒頭、司会を務めさせていただきます総合政策局総務課長の篠部でございます。 

 本日、田中委員におかれましては、所用によりご欠席されるとのご連絡をいただいてお

るところでございます。 

 まず初めに、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 机の上に配付してございます配席図、開催要領のほか、資料１といたしまして委員名簿、

資料２－１としてオープンデータ化の対象とするデータ、資料２－２として望ましいデー

タの形式、資料３としてオープンデータの利用ルール、資料４として提言骨子（案）、そし

て参考資料１として第一回資料抜粋、参考資料２－１として歩行者移動支援サービスの提

供にあたりニーズが高いと考えられるデータリスト（概要）、参考資料２－２として歩行者

移動支援サービスの提供にあたりニーズが高いと考えられるデータリスト、参考資料３と

して既存の利用ルールとデータのオープン化のための条件等となってございます。 

 漏れている資料がございましたら、お知らせいただければ幸いでございます。よろしゅ

うございますでしょうか。 

 それでは、開会に当たりまして、主宰者である徳山技監よりご挨拶申し上げます。 

【技監】  大変お世話になっております、技監の徳山でございます。この７月より就任

しております。どうぞよろしくお願いいたします。そして、本日はお忙しい中を当委員会

にご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 

 この歩行者移動支援の施策、もうかれこれ１０年ぐらい前からでしょうか、私も当時か

ら坂村先生にご指導をいただきながら、経緯もよく存じ上げているつもりでございます。

当時、ＩＣＴを使って交通を変えていこうという取り組みを世界的に進めておりましたけ

れども、歩行者というのを明確な位置モードとして取り出して、これもＩＣＴの力をかり

れば大きく変わるのであると、あるいは身障者に対しても、もちろん、健常な方も同様に

非常に大きな利益があるのだというようなことを日本はかなり早くからはっきり申し上げ
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ていて、国際的には、むしろ、なかなかそこまで行ってなかった国が多かったものですか

ら、日本はいろいろなことを考えているなということで注目を浴びていたのを覚えており

ます。非常に時間がかかりましたけれども、例えば専用の端末を意識したものからスマー

トフォンなどのプラットフォーム関係も大いに変わってきたと思います。改めてそのよう

なご指導をいただいているものと承知をしておりますけれども、いよいよこういった部分、

実用化に向けて、さらにご指導をいただきたいと思います。 

 本日は、次第にありますように、データに関する部分について、具体的な考え方や方向

性についてご指導いただきますとともに、年度末に向けて取りまとめていただこうと思っ

ております提言骨子の案を用意させていただいております。ぜひ活発なご議論をお願いし

たいと思います。なお、ちょっと国会の関係で、私、途中で中座をさせていただきますこ

とを、大変失礼ですけれども、お許しを賜ればと思います。 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

【総合政策局総務課長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、坂村委員長よりご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【坂村委員長】  東京大学の坂村でございます。 

 今、徳山技監のお話にありましたように、私、最初に技監にお会いしたのは１０年ほど

前だと思います。我が国が世界に先駆けて、いわゆる障害をお持ちの方とか歩行者に重点

を置いて移動支援をどう行うかというような研究開発を１０年ほど前から始めまして、こ

こ１０年間で世の中大きく変わりましたが、やろうとしていたことは間違っていなかった

ということを今、確信しております。 

 例えば、道路の中にＩＣチップを入れて、視覚障害の方がそこを触ると、今、自分がど

こにいるということが高精度でわかるという歩行支援システムは世界でも非常に注目を浴

びました。私の知っている範囲でも数十か国のテレビのクルーが取材されて、未来はそう

なるべきだというようなことをいろいろ報道していただいたのを今でもよく覚えておりま

す。 

 研究開発というのは何十年もかかってやるものですから、研究成果がすぐさま実用にな

る事はあまりないので、そういう意味でいきますと、やっと１０年たってなんとかなりそ

うになってきました。世の中、インターネットも当たり前になってきましたし、誰もがス

マホを持つ時代になって、また、高速の回線、Ｗｉ－Ｆｉの設備が街中いたるところに整
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備されるというような時代になって、そういうような技術の利用環境も１０年前とは大き

く変わってきております。 

 それともう一つ、今、日本の置かれている立場がその当時と違います。ご存じのように、

２０２０年には東京オリンピックを再びやることになって、世界から大量のお客様を迎え

なければいけないということで、国としても話題になっていまして、新しい情報通信技術

を使ったおもてなしの技術を実用化しなければいけない。 

 こういうようなことから、この検討委員会が再び行われるようになったことは、大きな

意味を持っていると思います。既に１回目のときに私、お話ししましたが、これを乗り切

るためにもオープンデータの活用が大事ということを受けとめていただいて、国土交通省

のほうで精査したいろいろな資料が出てきて、ディスカッションできると思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございます。 

【総合政策局総務課長】  どうもありがとうございました。 

 カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきたいと思いますので、ご協力のほど、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、これより議事を進めさせていただきたいと思います。 

 以後の議事の進行を坂村委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【坂村委員長】  それでは、これから議事を進めていきたいんですが、まず、お手持ち

の資料の１ページ目の議事次第によりまして、まず最初に「データについて」という議事

がございます。そのほかに、今日、全部で大きく３つあるのですが、「オープンデータの利

用のルールに関して」のお話と、それから「提言骨子（案）」がございます。 

 ということで、まず最初の資料に関しての説明を事務局のほうからお願いします。なお、

オープンデータ化の対象とするデータについてと望ましいデータの形式については続けて

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

【総合政策局総務課政策企画官】  統括官付の政策企画官の植田と申します。資料を説

明させていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 今、委員長からご説明ありましたとおり、３つの議事、それぞれについてご説明をいた

しますが、その前に少し参考資料１の第一回資料抜粋という資料を用いまして、前回、第

１回での議論の確認と本日ご議論いただく内容について、若干ご説明させていただきたい

と思います。参考資料１、第一回資料抜粋という資料をごらんください。 
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 参考資料の１ページに前回もお示しいたしました歩行者移動支援サービスの役割分担の

イメージという図を示しております。右と下に２つ、緑の矢印がありまして、右の縦の矢

印はChallenged、外国人、高齢者、健常者という利用者の属性を示しております。また、

下の右向きの矢印は災害、観光・レジャー、日常生活という生活シーンをあらわしており

ますけれども、この矢印がぶつかる青い領域というのは、もう既に皆さんもご存じのとお

り、健常者の日常生活を支える民間のサービスというのが多く出てきておりますが、一方

でオレンジの部分の領域につきましては、なかなか民間のサービスが成立しがたい領域で

ありまして、各地方公共団体ですとかＮＰＯ法人がそれぞれサービスを提供しているとい

うのが実態でございます。この委員会では、このオレンジの部分でのサービス提供を自治

体がやるに当たっての支援策を検討したり、あるいはそういったサービスが青い部分と互

換性を持ち、また、拡張性を持つための共通基盤としてどういったものを用意しなきゃい

けないか、そういったことを議論いただくために立ち上げた委員会でございます。 

 では、このオレンジの部分で何が隘路になっているかというのが２ページ目でございま

す。私ども、こういう歩行者移動支援サービスを行うための技術的な仕組みとしては３つ

の要素があると考えておりまして、情報を受ける端末、そして右側にあります利用者がど

こにいるかという位置を特定する技術、さらにはそういった方々に提供するデータ、地図

のデータですとか施設のデータがございます。近年のＩＣＴの発展によりまして、上の２

つにつきましては、端末については先ほど挨拶にもありましたようにスマートフォンです

とかタブレットが普及しておりますし、また、右側の位置特定に関しては、ＧＰＳも誰も

がそれを利用できるような環境が整いつつありますが、一方でこの下のデータに関しまし

ては、今現在もそれぞれの地区地区でサービスを提供する方々が独自に収集して管理をし

ているということで、ここに非常に手間暇がかかっている実態だというふうに認識をして

おります。 

 そこで、先ほど坂村委員長のご挨拶にありましたように、この手間暇を軽減するために

オープンデータ環境でデータを管理してはいかがかというのが３ページ目でございます。

オープンデータ、すなわちデータを持っている方々それぞれがデータを公開して、そして

二次利用を自由にできるような環境を整える。そういう環境を整えることによって、今、

現場で困っている手間暇が軽減されて、いろいろなサービスが出てくるんではないか、そ

ういうふうな問題意識でこの委員会を運営しております。 

 ４ページ目に、これも前回、ご議論いただいて、ご確認いただきましたけれども、じゃ
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あ、そういうオープンデータの環境をつくるための論点として何があるのかと。４つほど

掲げておりますけれども、１つはデータについて、そもそもどういったデータが歩行者移

動支援に対して有効なのか、ニーズがあるのか、そしてそのデータはどういう形式で公開

されると二次利用されやすいのかというデータに関する問題。それから利用のルールにつ

きましては、そのデータの二次利用を容易にするためには、著作権の問題ですとか、ある

いは責任の所在の問題ですとかありますけれども、どういうルールでそのオープンデータ

の環境を運用していけばいいのか。３番目は、どういった役割分担でそういった環境を構

築していくのか、官と民の関係、データホルダー、データ利用者との関係、いろいろな関

係がございます。最後に支援策に関しまして、単に上にあるデータですとか、ルールです

とか、そういう技術的なことだけじゃなくて、その周辺環境もきちんと整えていかないと

いけないというふうなことを論点としてご提案したところであります。 

 本日の委員会では、この４つの論点のうち、上のデータに関して、それから利用ルール

に関して、これらについては、私ども、第１回以降調査をして、案として方向性をお示し

したいと思っております。３番目につきましては、まだ調査中でありまして、また次回に

いたします。それから、４番目の支援策に関しましては、ここではガイドラインや技術開

発等としか書いてありませんけれども、それ以外にも多岐にわたる検討項目があることが

わかってまいりましたので、その辺、項目としてご提案して、後ほどご議論いただくとい

う予定でございます。 

 少し前置きが長くなりましたが、こういう構成で、まずは最初のデータについてという

ところからご説明をさせていただきます。資料２－１をごらんください。 

 資料２－１、オープンデータ化の対象とするデータ、どのようなデータが必要なのかと

いうことでありますけれども、１ページをめくっていただいて、まず、私どもの検討した

結果として基本的な考え方をお示ししております。オープンデータ化、これは全世界的に

も進められているオープンデータの基本的な考え方からすると、「原則公開」という理念の

下、できるだけ多くのデータが公開されるべきであるという理念は持ちつつも、一方で限

られたデータであったとしても、やはりできるところから始めていく、そういうオープン

データ化の取り組みをスタートすることというのが非常に重要であるという認識のもと、

それであれば、国としては各地でオープンデータ化に取り組む際にどういったデータを対

象とすべきか、その参考となるようなもの、ニーズが高いと思われるようなデータを国と

して用意をしていく必要があるのではないか、そういう考え方で作業を進めております。 
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 ２ページ目をごらんください。そういう考え方に基づきまして、では、どういったデー

タが必要になるんだろうかということで抽出作業を行いました。少し作業の中身が書いて

ありますけれども、サービスを提供する分野として、ここではとりあえず福祉・子育てと

いった分野、あるいは災害、観光・レジャー、そして日常生活、こういったそれぞれのサ

ービス分野におきまして、Challengedの方々、あるいは高齢者、ベビーカー利用者、外国

人、健常者、それぞれの利用者を念頭に、どういったサービスを提供するのか、あるいは

どういう場面でサービスを提供するのか、そのようなことも検討いたしまして、そこで必

要となるデータを私ども議論をいたしまして、私どもだけの議論ではもちろん不十分であ

りますので、下に２つ、②、③と書いてあります。１つは左側にありますように、既に今、

行われているサービスですとか、あるいは現地事業（１４地区）と書いてありますのは、

前回もご説明しましたけれども、私どもが昨年度まで全国でやってきた事業、こういった

もので利用されているデータというもの、これが当然ながら、さまざまなニーズに基づい

て使われているデータという前提のもとに、そういったものとの突き合わせをしたりです

とか、あるいは右側に③で書いてありますけれども、有識者の方々ですとか、実際、サー

ビスを提供している方々にヒアリングをして、そのデータの過不足などについてご意見を

頂戴いたしました。 

 ３ページ目には、今、申し上げましたヒアリングをした方々、有識者の方々が１３名、

あるいはサービス提供をしている事業者の方々が１８者程度とお示しをしております。こ

のような方々からご意見をいただきまして、とりあえず、私どもとしては４ページに粗々

の概要をお示ししておりますけれども、施設に関する情報、あるいは移動に関する情報、

さらにその他の情報として、施設に関する情報であれば、そもそもの施設の名称、所在地、

連絡先をはじめ、どういった施設があるか、そして、その施設にはどういった設備が備わ

っているのか、どのようなサービスを提供しているのか、そういった情報、あるいは移動

に関する情報として、公共交通に関する情報ですとか道路に関する情報、あるいは通路に

関する情報、さらには、その他で災害の情報ですとか、場に固有する情報とか、そういっ

たものが粗々で抽出されてまいりました。 

 ここはほんとうの概要でありまして、参考資料２－１、２－２にさらに詳しいデータを

示しております。先ほど申し上げましたように、こういったデータをさらにわかりやすい

形にして、今後、地方公共団体と実際にサービスを行う方々に参考資料として提示をする

というふうな格好で進めていきたいというふうに思っております。 
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 続きまして、資料２－２でございます。今、いろいろなデータが必要であるというふう

なご説明をしましたが、では、そういったデータがどういった形で提供されることが望ま

しいのか、公開されることが望ましいのかという検討をいたしましたのが資料２－２でご

ざいます。 

 １ページを開いていただきますと、先ほどたくさんのデータのリストというものを策定

いたしました。ここでは、それぞれのデータをお持ちの方々、公共であったり、民間の方々

であったり、あるいは都市部で大規模にデータを持っている方々、あるいは地方部の方々、

いろいろな方々がいらっしゃる中で、ある程度、そういう属性に分類した中で、約８０者

の団体を対象に、どういったデータをお持ちなのか、どういう形式で持っているのか、オ

ープンデータ化に対する考え方はどういう考え方なのか、そういうアンケート調査を行い

まして、結果として約半数の３７団体から、この下の表に示している団体でありますけれ

ども、ご回答をいただきました。 

 ここから先は、このアンケート結果に基づいたご説明になりますけれども、まずデータ

の形式に関しましては２ページをごらんください。先ほどのご回答がありました３７団体

の方々にお持ちのデータ、大体、２３５ぐらいのデータに対する回答がありました。どう

いった形で情報を把握されておりますかということに対して、紙媒体で持っているという

お答え、電子媒体で持っているというお答え、さらに電子媒体でもＰＤＦとか画像とかっ

ていう機械判読ができないもの、あるいはＲＤＦ、ＸＭＬ、ＣＳＶといった機械判読が可

能な形式で持っているもの、こういう分類でアンケートをしたところ、結果がこの表のと

おりであります。オープンデータ環境では望ましいと言われております機械判読可能なデ

ータというのは、全体で大体３５％弱、３４％、これも公共と民間で分類して見てみます

と、民間のほうが比較的、電子化と申しましょうか、機械判読可能なデータへの対応が進

んでいる一方で、公共ではまだ２割程度しか機械判読可能な形では保存されていないとい

うふうな実態がわかってまいりました。 

 一方で、３ページのほうには、今度は、このデータを利用する方々のご意見を聞いてみ

ました。１４地区というのは、先ほど言いましたように、私どもが昨年度まで現地で事業

を展開していた自治体の方々でありますが、その方々から聞きますと、例えば中段にあり

ます豊岡市さんのほうからいただいた意見は、データの加工というのは比較的単純作業で

あって、そんなに手間暇がかかるものではなくて、むしろ、店舗情報ですとか施設情報を

収集するほうに手間暇がかかると。したがって、そういう現地調査の手間を省けるという
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意味では、ＰＤＦであっても、出してもらったほうがありがたいと。下の明日香村も同様

でありますけれども、こちらは観光情報なんかを集めたようですけれども、やはり現地調

査ですとか所有者の許諾に時間がかかる中で、手間暇を省くためにはオープンデータ化は

データの形式にかかわらずやっていただいたほうがいいというふうな意見、ほかの自治体

もおおむね、とりあえずないよりかはあったほうがいいと、当たり前ですが、そういうご

意見も頂戴しておりますし、また、民間で実際にサービスを提供している事業者に聞きま

すと、幾らオープンデータであったとしても、結局、サービスで使うからには、そのデー

タを現地で確認する作業があるんだから、それはデータの形式にかかわらず、どこに何が

あるということがわかるだけでも非常に助かるというふうなご意見がございました。 

 このような調査を踏まえまして、４ページにデータの形式に関する私どもの考え方を整

理しております。まず、データ所有者の保有状況としては、機械判読可能なデータはまだ

まだ非常に少ないという一方で、機械判読が不可能であったとしても、データそのものに

対するニーズは非常に高いんではないかということでありますので、ここでの私どもの整

理といたしましては、当面はデータ形式というものは二の次にして、まずはデータを出し

てもらうところから始めたらいかかであろうかと。もちろん、その後、データのニーズで

ありますとか、あるいはそれに係る手間暇も考慮して、機械判読可能な形にさらに加工し

ていく。誰が加工するのか、どういった手順でやるのか、そういうことも含めて検討は必

要でありますけれども、当面はデータ形式にかかわらず、持っているデータをオープン化

していくことが重要ではないか、そういうふうな結論に至った次第であります。 

 ここまで、データに関するご説明は以上でございます。 

【坂村委員長】  はい、ありがとうございます。 

 それじゃあ、まず、ちょっとここで一区切りになりますので、今、事務局から説明のあ

りました資料に関して、ご意見とかご質問とか何かあれば委員の方からご意見を聞きたい

と思うんですけど、どうでしょうか。 

【古屋委員】  特に。 

【坂村委員長】  特にないですか。 

 はい、どうぞ。 

【竹中委員】  ナミねぇです。よろしくお願いします。 

 ここまでこういう検討が進んできたということ、大変うれしく思っており、また、感謝

もしております。 
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 今の資料を拝見して、最後のところで、ＰＤＦでもいいからというのがどこでも出てき

たんですね。確かにＰＤＦでもいいんですけど、残念ながら、視覚障害という、ある意味、

移動のサポートの一番難しい方にとって、ＰＤＦというのは読めないので、ですから、こ

の中にもあったかと思いますけど、一次的な準備段階での資料としてのＰＤＦというのは

もちろん重要だし、それは欠かせないとは思うんですけれども、ＰＤＦでも公開されてい

たらいいという考え方は、もうなしにしていただきたいなというふうに感じました。 

 ほかの部分については、おおむね私としても大変納得できるといいますか、よく書き込

まれているなという感じを受けました。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

 あとは森さん、何かございますか。 

【森委員】  特にないです。 

【坂村委員長】  特にないですか。 

 今、お話あったように、「ＰＤＦでいい」と言っているわけじゃなくて、やっぱりＰＤＦ

だと視覚障害の方向けに変換しにくいので、何とかしなきゃいけない。ただ、今、調査で

すよね。現状がこうなっているよということをサンプルで調べているということなので、

今、竹中さんから出たように、最後までＰＤＦじゃ困るよねということは、第１回目の委

員会のときも私、お話ししたと思いますけど、やっぱり機械で判読できるような形でオー

プンに出していただかないと、何せこんなにたくさんあるわけですから、これを全部紙で

出されたら、これだけだって、積み上げたら、ものすごく量になって、どうにもならない

ので、やっぱり機械判読の形にしてもらわないと困るよねということはあります。 

 ただ、私思ったんですけど、もしもＰＤＦでもいいなら何でもあるということになって

いるんだったら、国としてはそれをどうやって機械判読にすればいいかを考えればいいだ

けですが、問題はこの中身ですよね。今、どういう情報が出ているのかということです。

その意味で、調査したのは意味があったと私が思うのは、いろいろな施設、当然ですけど、

施設管理者は、例えばＡＥＤがどこにあるのかとか、トイレがどこにあるのかなんてこと

は書いてなくてもわかっています、情報は必ずどこかに管理者の頭の中かもしれませんが

あるわけです。ですから、どういうものがあるかという棚卸しということでも重要だなと

思いました。あるわけだから、それをあと、どうやって公開させるか、機械可読にしたら

いいのかということですよね。 

 それと、もう一つ気になるのが、やっぱり民間のほうがデータがありますね。民間じゃ
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ないほうがあんまりないというか、情報量にしてもそうだし。所有するデータの形式とい

うところで、紙媒体になっているのが公共のほうが多いですよね、やっぱり。だから、紙

しかないというところがたくさんまだあるということですね。国交省はどうですか？ 

 確かに、地方自治体に行くと、紙ですらないというデータがあるんですね。図面もない。

よく地方に行くとありますよ。地方自治体でオープンデータでよく調べてくれとお願いす

ると、最後、何にもないとか。あったとしても、紙で、しかも昔のものが紙だったという

んだったらまだわかるのですけど、最近のものも紙で、理由を聞くと、「昔から紙だったか

ら今でも紙に書いている」というだけのところもあるのです。それで、国交省はどうなっ

ているのかと。 

【都市局】  都市局でございますが、全体像ではないんですが、都市局でやっている中

に地下街というのがあります。地下街についての現状を申し上げますと、つまり、地下街

の位置の状況なんですけど、どこに階段がありという、そういう情報なんですが、これに

ついては、現在は全部紙で、つまり、設計図があるという状況でございます。ですから、

これをいかに電子情報にしていくか、全ての図面をそうする必要はないんですが、階段の

位置をどうするかというようなことは、現在は図面で見れるという状態になっているだけ

で、だから、これを何かの形で電子データにしていかなければ使えないという現状がござ

います。多分、道路とかでも、例えば都市計画のものなんかは、現在、ある程度は進んで

いる市町村もございますけど、大半のところが紙という形で、設計完成図という形で持っ

ているというのが現状ではないかと思います。 

【坂村委員長】  さすがに今つくるものに関しては、ＣＡＤで設計しているからデータ

で出してくれといえばできますよね。今でもそういう義務は課していないのですか、今で

もやっぱり最後は紙でいいのですか。昔のものは遡及しにくいのは、しようがないなとい

うのはわかるのですけど。 

【都市局】  むしろ、既存のもののほうが膨大な量で、更新されていくという形には多

分なっていなくて、大半のものが紙のまま、ずっと保存されているという状況だと思いま

す。ですから、それをいかに効率よく数値に落としていくかというのが課題ではないかと

思います。 

【坂村委員長】  なるほど、わかりました。 

 道路もそうなんですかね。 

【道路局】  道路の関係については、直轄においては、ＰＤＦ化等が行われています。 
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【坂村委員長】  やっぱりＰＤＦなんですか。 

【道路局】  データ化しているものも一部あると聞いています。 

【坂村委員長】  直轄でやっているものは、今はそうなっているけど、昔のものも大丈

夫なのですか。直轄のものは、もう全部… 

【道路局】  既存の道路については、ＰＤＦ化等が行われています。 

【坂村委員長】  よろしいですか。 

 というようなことになっているよという調査があった上で、じゃあ、ご質問がないよう

なので、またまとめて後でディスカッションするとして、次の議題としてはオープンデー

タの利用のルールですね。こういうものがもしもオープンになったとして、どういうルー

ルで使えるようにするのかという、これは非常に重要なポイントです。どういうデータが

電子化されているのかというのがまず重要ですが、次の段階として、データ化されている

として誰でも使えるのかという話になりますし、使うのだったらどういう条件でという話

がルールということですね。 

 じゃあ、ルールの話をお願いします。 

【総合政策局総務課政策企画官】  それでは、資料３に基づきましてオープンデータの

利用ルール、データの二次利用を容易に可能とするためには、どのようなルールが必要な

のかということについて、事務局案のご説明をさせていただきます。 

 最初に１ページをめくっていただきまして、今、そもそもオープンデータに関するルー

ルとして、どのようなものがあるのかということの説明をさせていただきます。 

 まず、国際的なルール、オープンデータ自体がもう国際的な動きとして進んでおります。

その国際的な標準的なルールとして、ここにＣＣ－ＢＹというふうに書いてありますけれ

ども、これは一言で言うと、ここに書いてあります、そのデータの出典さえ記載してもら

えれば、あとは商業であろうが、どうであろうが、基本的には自由に二次利用してもいい

ですよというふうなルールがございます。 

 このＣＣ－ＢＹにつきましては、参考資料３の１ページ目に少し詳しくご説明をしてお

ります。もう先生方には釈迦に説法かもしれませんけれども、ＣＣというのはクリエイテ

ィブ・コモンズのライセンス、クリエイティブ・コモンズというのは国際的な非営利団体

でありますけれども、そちらのほうで提案しております著作権者がこの条件を守れば、そ

のデータを自由に使っていいですよという意思表示をするためのツールでありまして、そ

の条件として、２段目の○に書いてありますけれども、出典を表示することですとか、非
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営利、営利目的には使わないこと。継承といいますのは、そのデータが今、使われている

ルール、非常にオープンなルールで出されているものを二次利用するときにも同じルール

を継承してください、つまり、囲い込まないでくださいというルールでありますし、改変

禁止というのは読んで字のごとく、改変をしないのであれば使ってもいいですというふう

な、この４つの条件の組み合わせで、下の表の左の軸にあります、元の作品の改変をして

いいかどうか、あるいは営利目的で利用していいか悪いかというのを上の横の軸ですけど、

大体６つの条件でいろいろな利用ができる。著作権者はこのルールを示すことによって、

そこから先はこのルールに従って使ってもらう分には二次利用は可能ですというルールで

ありまして、先ほど言いましたＣＣ－ＢＹというのは、この表で言いますと左上にありま

すように、出典さえ表示してもらえれば、元の作品を改変してもいいですし、あるいは営

利目的での利用も許可をするというルールであります。 

 資料３の１ページに戻っていただきまして、そういう国際的なルール、今、ＣＣ－ＢＹ

でやっていこうというのが大きな流れであります。 

 ２個目の○に日本政府のルールと掲げております。日本政府におきましても、基本的に

は国際ルールと同じルールで運用していくということで、①に政府データカタログサイト

「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」利用規約と示しておりますけれども、内閣官房のＩＴ総合戦略室

のほうで「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」という政府のオープンデータのサイトを立ち上げて、こ

こにいろいろな国が持っている情報を登録してあるわけでありますけれども、そのデータ

の利用規約としては、基本的にはＣＣ－ＢＹと同じルールであります。ただ、ＣＣ－ＢＹ

で明示的に書かれていない、例えば第三者権利はきちんと利用者の責任で処理をしなきゃ

いけないですとか、公開されているデータに対する責任は利用者の側にあって、公表者が

その責任を背負わないという責任分解の注意喚起を明示的にしているのが政府データカタ

ログサイトであります。 

 一方で、このルールに基づきまして、つまり、出典さえ出せば、あとは自由に使っても

いいというルールでデータを公開しようとしたときに、政府内でもいろいろな議論があり

まして、幾つかＣＣ－ＢＹに加えて禁止事項等の条件がついたものが政府標準利用規約と

いう②のものであります。ＣＣ－ＢＹに対しまして、各府省が懸念をするような部分、心

配されるような部分について、追加的な規定が加えられております。追加された規定が３

つほど書いてありますけれども、１つは出典を記載するときに、編集・加工したときには

編集・加工したことも書いてもらうというふうなルール、あるいは利用目的について、法
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令、条例、または公序良俗に反する利用は禁止される、あるいは国家・国民の安全に脅威

を与える利用、つまり、セキュリティ上、問題があるような利用は禁止する、そういった

ことが禁止事項として加わっておりますし、また、個別法令による利用の制約、例えばそ

のデータを使うときに、個別法令でどこか別の機関の許可が要るようなものについては、

きちんとそれに従うようなことが明示的に書かれているというのが政府標準利用規約でご

ざいます。この政府標準利用規約は、当然、国際的なルールであるＣＣ－ＢＹに比べると

制約が多く、互換性はありませんので、政府としても、これを暫定的なルールとして運用

して、２７年度には、これをまた見直すという方向で運用が進められているところであり

ます。 

 このようなルールがあることを念頭に置きまして、２ページ目には先ほどのアンケート

調査の続きでありますけれども、公共、民間、データを持っている先ほどの３７団体の方々

に、基本的には自由に二次利用可能な形でデータを公開してもらえますかというようなア

ンケートをしたところ、公開ができると答えた方々、あるいは条件付ならいいです、どん

な条件であってもだめですと、３種類に分かれるわけでありますけれども、調査の結果が

この表のとおりであります。公共のほうは、半数弱の方々は基本的に二次利用どうぞと言

っていただいておりますけれども、条件付、あるいは公開不可という方々も半数程度いら

っしゃいます。一方で、民間は無条件で公開できると答えた方はほとんどいらっしゃいま

せんで、１５件、９％とありますのも、よく調べてみますと、観光協会の方々が持ってい

るデータでありますとか、あるいは地下街の管理組合の方々が持っているデータというこ

とで、二次的にデータを持っている方々で、当然、そこに第三者権利が入っている状態で

ありますので、企業みずからが持っているデータを無条件で出せるというのはほとんどゼ

ロのような状況であったというのが調査の結果であります。 

 公開していただける方々は結構なんですけれども、条件付で公開、あるいは公開不可と

言っている方々にその理由を聞きましたのが３ページ目であります。公共と民間でかなり

傾向が違いますので分けて整理をしております。３ページ目は、公共の方々でデータ所有

者が出せない、あるいは条件付といっているときに理由を聞きますと、そもそもの利用目

的を確認したい、法令・公序良俗に違反していないということを確認しないと出せません

という方ですとか、あるいはデータの品質が保証できない、何年か前につくったデータで

最近の更新をしていないとか、そういうことでございます。あるいは、そのデータに対す

る責任がどこにあるのかよくわからないので出せません、責任を負いかねます。第三者権
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利が含まれているので、一存では出せませんという意見。あるいは、せきリュリティ上の

問題があるので、竣工図ですとか、そういう図面を無条件で出すことはできません。こう

いうような意見がほとんどというか、全てでありました。このうち、真ん中の品質ですと

か責任、あるいは第三者権利の問題というのは、先ほど言いましたＣＣ－ＢＹという国際

的なルールの中におきましても、基本的には無保証、無責任で出すと、利用者側が責任を

背負うという形。そして、第三者権利は利用者の責任で処理をするというふうな前提のル

ールになっておりますので、そういうＣＣ－ＢＹなり、オープンデータの環境について、

きちんと説明をすると対応が可能になるのではないか。そして、一番上と一番下の公序良

俗の問題ですとか、あるいはセキュリティの問題、これはまさに先ほどご説明しました政

府の中でも政府標準利用規約をつくる過程において議論があった部分と同じような懸念、

心配事でありますので、当面は政府標準利用規約を理解していただいて使う限りにおいて

は、このような懸念も払拭されるのではないかというふうに思っております。したがいま

して、公共のデータ所有者のデータに関する利用ルールといたしましては、この下に矢印

が書いてありますけれども、政府データカタログサイト利用規約、すなわちＣＣ－ＢＹ、

もしくは政府標準利用規約、こういう国と同じルールで運用することができるんではない

かというふうに考えている次第であります。 

 一方、４ページ目は、今度は民間の方々の出せない理由、あるいは条件について聞きま

した。これは先ほど言った公共で心配している品質とか責任という問題もありますけれど

も、それに加えて民間特有の問題を書き出しているのがこの表でございます。民間の方々

に聞きますと、当然ながら、対価を求める場合でありますとか、編集・加工等に対する制

限、あるいは再頒布に対する制限、それから利用者や利用者目的の確認というのは公共で

もありましたが、公共とは違う観点は、公共は法令とか公序良俗とか、そういう観点での

確認でしたけれども、民間の場合ですと、そもそものそれぞれの企業の経営に対して影響

を与えないかとか、同業他社がやるんではないかとか、そういう観点からのチェックをさ

れているというのが多く聞かれた声であります。 

 その観点を少し整理したのが２個目の箱であります。やはり民間のデータというのは、

公共の公的なデータとは違いまして、そもそもそのデータに対して、財産的な価値があっ

て、それを無償で出すことができない、あるいはそのデータを独占的に使用することによ

って得ている利益、これに対する保証、機会損失に対する保証というのをどのように考え

るのか。あるいは、データが持っている企業イメージ、そういったものを毀損したり失墜
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しないようなことを確認したいと。 

 このような民間の方々の懸念する部分というのは、公共のデータとは違う部分が当然な

がらあるわけでありまして、もう少しここは民間の方々と議論を重ねないと一筋縄では行

かないということで、ここでは国のルールのほかに民間向けのさまざまな意向を踏まえた

ルールをつくらなければならないということで、今、念頭にありますのは、先ほど参考資

料３の１ページで紹介しましたクリエイティブ・コモンズ・ライセンスのＣＣ－ＢＹ以外

のシリーズ、非営利の利用しか認めない場合ですとか改変を禁止する場合ですとか、こう

いったものの組み合わせをうまく使うことでかなりの部分が解決できないか。これはもう

少しお時間をいただきまして、また民間の方々の意見も聞きながら、整理をしていきたい

というふうに思っております。 

 利用のルールに関しては、私のほうは以上でございます。よろしくお願いします。 

【坂村委員長】  どうもありがとうございます。 

 今の２ページに出ているデータ所有者の意向というのは、先ほどの３７のアンケートを

やった人たちの意向ということですよね。ところで、これは１かゼロなのですか。１かゼ

ロというのはどういうことかというと、３７個の団体のデータの一個一個に関してどうか

か、それとも全部まとめてどうかと聞いているのですか？ 

【総合政策局総務課政策企画官】  ３７団体のそれぞれのお持ちのデータが二百九十幾

つありまして、それぞれのデータごとにやっています。 

【坂村委員長】  データごとに聞いているのですね。 

【総合政策局総務課政策企画官】  はい。公共側でも、例えば公民館の場所とか営業時

間というのは出せますけど、竣工図になったら出せませんとか。 

【坂村委員長】  そうすると、これは３７団体が持っている２００個のデータの１項目

ずつに関して、いいか悪いか聞いた結果、こうなったよと、そういうことを言っているわ

けね。 

【総合政策局総務課政策企画官】  はい。 

【坂村委員長】  これも調査した事実が淡々と書いてあるんですけど、ご意見、ご発言

などありましたら、どうでしょうか。はい、どうぞ。 

【森委員】  まず、資料３の２ページについてお話をさせていただきますと、公共側で

はわりと公開していただけそうな方が多いんですけれども、懸念があると。民間では公開

不可が結構多いということで、それぞれの理由が３ページ、４ページに書いているわけで
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すが、３ページは、まさにご説明いただいたとおり、これまで政府のオープンガバメント、

オープンデータでやってきたことですので、それでお願いをいたしますということだと思

います。それはもうほんとうに国土交通省さんであれ、こういったアンケートの対象とな

った各地方の公共的な団体であれ、これでお願いします。このライセンス、この利用規約

をつくるために、ある意味では、非常に厳しいやりとりがありまして、これについてはど

うしてくれるんだと、いろいろデータホルダーからのご意見があるわけですけれども、そ

うかといって、いろいろライセンスに、あれも必要です、これも必要です、例えば政府標

準利用規約には、他の法令がある場合にはそれを守りなさいという一文が入っていますけ

れども、オープンガバメントを進めるほうからすると、そんなこと、当然のことじゃない

ですかと。例えば、海水浴場にここは危険だとか、危険じゃないとか、そういうことは書

いてありますけれども、例えばそこで漁業法を守って遊びなさいとか、そんなことは書い

てないわけです。そういう懸念すべきことを一々、ライセンスに入れていたら、だんだん

使い勝手が悪くなっていくということですので、ここはもうライセンスの問題としては一

応終わっている、公共サイドのオープンデータについては、ライセンスの問題としては、

一応、現時点では終わっていると考えていただいて、あとは一般のオープンデータとこの

プロジェクトの違いは何ですかということだと思いますね。政府のオープンデータという

のは、いろいろな情報をいろいろな省庁が持ち出して、同じメタデータで公表するという

ものなわけですから、そこには当然、新産業創出の期待が込められていますけれども、そ

れは別に歩行者支援ということではなくて、さまざまなデータを見て、思いついた産業を

やってくださいということですので、こちらで問題になるのは、むしろ、そういう一律の

変化のないデータの中から歩行者支援の事業に、歩行者支援のサービスに、歩行者支援の

運動にどのようにつなげていくかという、そのお手伝いをここでできるかどうかというこ

とが、この３ページ目の問題なんだろうと思います。 

 他方で、４ページ目の民間のデータ所有者なんですけれども、実は第１回のときに私が

申し上げたかったのはこの点なんですが、ちょっと抽象的にしかご説明できなかったので、

今回、アンケートをとっていただいて、非常にお話がしやすくなったんですが、民間のデ

ータの所有者が下に書いてありますように、財産的価値とか機会損失とか企業イメージと

か心配するのは、これはある意味で当然でございまして、民間企業、株式会社というもの

は、基本的には株主価値の極大化を目的として存在する団体ですので、こういうことを心

配しなければいけない立場にいるわけです。株式会社の経営者は、人のお金を預かって会
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社を運用しているわけですから、そうそう勝手に回収できませんでしたとか、せっかく手

間暇かけて集めたものがオープンになってしまいました、そういうことをすることは許さ

れていないということですので、当然、こういう懸念があるわけでございます。ですので、

もちろん、先ほどお話にありましたように、ルールを工夫していただいて、例えば競合他

社が使わないようにするとか、そういうことは必要ではあるんですけれども、そこはやは

りルールだけではなかなか難しい。オープンにすればするほど、当然、使われてしまうリ

スクというのは増すわけですから、ルールだけではなくて、そういった性質の株主価値の

極大化を目指す会社がこのプロジェクトに参加できるような、株主がそれを許すような企

業に対するインセンティブですとか説明ですよね。ごく簡単に言えば、財産的価値と機会

損失のところは、こちらがお金を出して買ってあげればよいということだと思いますけれ

ども、買ってあげればその問題は解消するわけです。なかなかそういうわけにもいきませ

んということであれば、別の方法があるでしょうし、企業イメージの維持向上みたいなこ

とで変えられないかということであれば、それは何らかのシールプログラムのようなもの

であったりとか、そういう企業イメージの向上につながるようなものをこちらで考えてあ

げるということなのではないかと思います。おそらくルールだけを工夫してもだめで、こ

ちらについてはほかのことが必要なのではないかというふうに思います。 

 以上です。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

 今は一般的なアンケートをやって、一般的にどういうデータがあるのかとか、一般的な

公開条件とか、そういう質問をしているんでしょう。ＩＣＴの歩行移動とか、さっきの障

害者の移動支援とか、パラリンピックのときにどうしたいとか、そういう目的を説明して

いるわけではなくて、オープンデータということで一般的に聞いているアンケートですね。 

【総合政策局総務課政策企画官】  アンケートの冒頭の挨拶文には、もちろん、こうい

う政策目的を書いておりますけれども、具体的なオープンデータ化に当たっての利用目的

ですとか、そういったことには特に限定せずにやっておりますので、こういう答えになっ

ております。 

【坂村委員長】  そうですよね。だから、今、森さんがおっしゃっていたような、民間

会社だったら当然考えることといっても、こういう目的だったらいいとも考えられますが、

例えば避難路がどこにあるのかとか、ＡＥＤがどこにあるのかとか、階段がどこにあるの

か、エレベーターがどこにあるのかを教えてくれというのまでお金を払わないと教えない
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という企業は少ないような気もします。だから、目的をちゃんと言えば変わってくると思

いました。一般的にはデータの中にはお金になると思われるようなものもあるから、こう

いうことを言うのも当然だと思います。３７団体の２００個のアンケートだけで全てを結

論づけて、みんながそう思っていると決めつけるのはちょっと難しいと思います。 

【総合政策局総務課政策企画官】  今時点では、先生方おっしゃるとおり、いろいろな

意見がある中で、ちょっと一筋縄では行かないなというのが思いでありまして。 

【坂村委員長】  だけど、一筋縄で行かないというのは、一般論として、ほわっと聞い

ているからではないですか？ ちょっときつい言い方かもしれないけど。 

【総合政策局総務課政策企画官】  おっしゃるとおりであります。そういった意味では、

第３回、次回に向けて、これをさらに分析する中では、オープンデータと呼べるかどうか

は別にして、どういう目的なら公開できるかですね。 

【坂村委員長】  そうそう。というか、そろそろそういう方向にどこかで誘導して行か

ないと、一般論をやっちゃったら、お金払うしかないとかなってもおかしくないですね。

歩行者――特に障碍をお持ちの方のために、階段とエレベーターとＡＥＤの場所を教えて

もらうのに金払わなきゃいけないのかというのは、ちょっと違うんじゃないかなという気

が僕はしたので。だけど、２００個を見てみると、歩行移動とはあんまり関係ないデータ

もあって、確かに森さんが言うように、お金になるかもしれないというようなものもあり

ますから、だから、一般的に聞いたら、有償でとなってしまうという気は何となくして、

それで一筋縄では行かないというふうに言っちゃうのは早計過ぎないかと僕は言っている

んですけどね、そういう意味で。 

 何かご意見があれば。はい、どうぞ。 

【古屋委員】  ご説明を聞いて、非常に納得をしていたんですけれども、具体的にさま

ざまな試行をしている地域があると思うんですが、そこでの問題点とか、そういったもの

を踏まえて、この後、検討を進めるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいと思うん

ですね。 

 そして、「観光とまちづくり」という、ある機関が出しているものがあるんですけれども、

ここの今回の特集がＩＣＴ環境の整備というふうに書いてありまして、ほとんどＷｉ－Ｆ

ｉが外国人に使えるのがいいというのが中心になっているんですけど、オープンデータに

関しては鯖江の例が結構載っていまして、ここでＢＹというクレジットを表記すれば実際

にできるということで、先生おっしゃったトイレとかＡＥＤを全て載せている。ここでは、



 -19-

かなりいろいろなところがデータを一緒につくっているという話が既に載っていますので、

例えばそういった先進的な事例を踏まえて、果たしてこれで十分なのかどうかという、そ

ういう治験をやっていかないと、具体的にできるかどうかという話があると思うので、済

みません、その辺をどういうふうにお考えになっているのかというのをぜひご紹介いただ

ければと思います。 

【総合政策局総務課政策企画官】  今回の作業に当たりまして、まず、古屋先生、竹中

先生にもご指導いただいた１４地区の先進事例、あそこの方々には、これはレターベース

ですけれども、やりとりはしておりますけれども、今回、一通り大きな方向性みたいなも

のがついた次は、現地のほうにも赴いて、１４地区以外にも、今、ご紹介ありました鯖江

市ですとか、先進的に取り組んでいる自治体もございますので、そういった方々に、今、

我々はこういう考え方で進めるということに対する意見を頂戴して、それを年度末の提言

には反映できるような作業をこれからやっていこうというふうに思っております。 

【坂村委員長】  この１４地区というのは、どうしてこの１４地区かというと、これは

そちらで歩行移動とかＩＣＴを使った何とかの実験をしたところですね。 

【総合政策局総務課政策企画官】  過去３年間、公募をして、そこに手を挙げてくれた

自治体ということです。 

【坂村委員長】  だから、そういう意味だったとしたら、ほんとうは積極的なはずでは

ないかという感じもしますけどね。しかしデータとして個々に見ると、別にそういうよう

なことじゃないものまで入っていますね。 

【総合政策局総務課政策企画官】  データを集めたりですとか、利用ルールを確認する

ところのアンケート対象には、１４地区が全て入っているわけではございませんで、最初

のこんなデータ、どうでしょうかとか、現場でどういうことで困っていますかというのを

レターベースで確認する作業はしておりますけれども、利用ルールとかについて、１４地

区全ての人に今、ちょっと聞けている状況ではございません。 

【坂村委員長】  だけど、どう見ても、例えば多機能トイレがどこにあるのかとか、赤

ちゃん休憩室がどこにあるのかとか、エレベーターがどこにあるというのを公開したくな

いという人はあんまりいないのではないかと思うんですけどね。それを金払わないと公開

しないぞなんて言っているところがあるのですか？ そういうところを逆に公開したいね

(笑)。 

【総合政策局総務課政策企画官】  もう少し我々も丁寧に見た上で、今、先生がおっし
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ゃるように、もう無条件で出してもらえるものと、いろいろな工夫が必要なものとを分け

ていかないと、今、おっしゃったように、全部、一まとめになっていますので。 

【坂村委員長】  そうですよね。だから、一般論としては、森さんが言うように、何か

お金になるのかなとか。もっとビッグデータっぽいもので、誰が何を買ったのかとか、そ

ういうのになってくると、それは有償とか出したくないというのは何となくわかるんです

よ。そういうのは、将来の製品開発に役立ちそうなデータだから嫌だというのはわかるけ

ど。一般論になってしまっているから、わからなくなっちゃう。 

 どうぞ。 

【古屋委員】  鯖江のほうは、データをオープンにしたら、９０ぐらいのソフトウエア

が出てきて、それが非常に使われているという表現があったんですね。多分、それがオー

プンにすることの一番のメリットということがあるので、多分、ルールをどういうふうに

していくのかという議論と、それからどういうふうにマーケットに伝えていくのかという、

そこのところも多分、つくる人とかがなかなか難しいところだと思うんですね。そういう

のを少しこういう類型があって、つくっている人はこんな大変さがあって、後の支援策と

関係するのかもしれませんけど、こういう工夫があったり、サポートがあると、さらにソ

フトがいっぱい出て、世の中に広くメリットがあるんじゃないかという、そういうデータ

を落とし込んでいくところについても、少しいろいろな地域の事例なんかが紹介されると、

さらに後に続く人の元気が出るんじゃないかなと、思いつきなんですが。 

【坂村委員長】  やっぱり聞き方だと思うんですよね。今、古屋先生がおっしゃったよ

うに、データを何のためにオープンにするのかとか、オープンした結果、こんなことが起

こるんですよということを言わないで、どういうデータを持っていますかと言って聞いて、

それをオープンにできますかと聞いたら嫌だというのはしょうがない。ただでオープンに

しろって何だよ、みたいになっちゃうんじゃないかなという気がするので、ちょっと聞き

方を少し変えないと、大変だというようなことだけになってしまうと思うんですよ。今、

鯖江が有名で、テレビにも出たり、いろいろなところで紹介されて、積極的にそういう市

の情報を公開することによって、どんどん市民が喜んで、こんなに便利になって、観光客

が増えたとか言っているわけだから、そういうようなことを言わないと、やっぱり単にデ

ータだけ出せと言ったら嫌だよと言うのもしようがないかなという感じがして、聞き方も

あるのではないでしょうか。 

 それと、私は「公共交通オープンデータ研究会」というものを組織していて、首都圏に
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乗り入れている飛行機会社、鉄道会社、バス会社の人たちと一緒に、公共交通と名のつく

もののデータをどういうふうにオープンにしたらいいかということを考えていますが、そ

の中で、そういうデータをオープンにして障害者を助けたり、いろいろな人を助けたいと

言ったら、東京メトロさんがメトロ設立十年記念でいい話だと言う事で、会社挙げて運行

データから何から出すからそういうデータを使ったアプリのコンテストをしようと。まだ

締め切っていないのですけれども、最初、数十個も来たらいいねと言っていたら、今、２,

５００件もプログラムをつくりたいという申請が来ているわけです。すごい量ですよね。

それぐらい、今、世の中がオープンデータを使って、何か人のためになることをやろうと

いう雰囲気になっている。もちろんちょっとインセンティブがあって、賞金１等１００万

円あげますとか言っているということもあるでしょうが、それにしても、関心がなかった

ら、まず来ないですよね。もう２,５００人が登録しているというような状況からして、い

ろいろな可能性があるということを言わないと、何かわからないものに対してデータをた

だで出す義理はないとなってしまうんじゃないかと思いましたね。 

 それともう一つ、せっかく国土交通省がやっているんだから、これだけいろいろな部局

の方がいるんですから、国交省はどうなっているのかというのが知りたいですね。このア

ンケートをやっている対象に国交省が入っていないでしょう。国土交通省の状況をまず教

えてもらいたいね、どういうものを出してくれるかというのを知りたいですね。 

 何かほかにございますか。森さん、もうちょっとつけ足しで言うことがあれば。大丈夫

ですか。いいですか。 

 竹中さん、いい？ 

【竹中委員】  議論をしたり、研究をしたり、資料をまとめたりという観点でお話をす

ると、今、坂村さんおっしゃったように、企業は営利やから、身構えはるでしょうね。身

構えはって、出して何か起きるんちゃうかとか、逆に隠しているほうが利につながるんじ

ゃないかとか、いろいろな臆測が、やっぱり企業は営利ですから、当然、それがあって。

ですから、逆に言うと、今、坂村さん言われたように、企業にもいろいろなインセンティ

ブを与えたり、あるいは経済の活性化のためなんだ、ひとりでもたくさんの方が社会とア

クセスし、ビジネスとアクセスし、日常生活でいろいろなサービスとアクセスすることに

よって社会が活性化する、そのために私たちはこれに取り組んでいるということは、まず

きちんと企業にもお話ししていただいて、そのことは必ずビジネスにとってもプラスにな

る、ソーシャルにもプラスになるよというのは、まず説得を上手にしていただくというこ
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とが大事だと思うんですね。 

 もう一つは、公共のほうが資料的にはまだまだ出ていない部分が多いんで、逆に公共が

どんどん出すことによって、民間も安心して出してくるということもあるので、順番から

言うと、まず、公共で今、出せていないところを積極的に出していただくと。それを見て

いて、民間の方にも、言ったらば、これは決してマイナスのことではないんだというイメ

ージを持っていただくというのが順序としてはいいのかなという感じがしました。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。僕も竹中さんの言うとおりだと思って、いか

にいいことがあるかというのをまず、行政が公共データをオープンにすることによって

――お手本として見せることによって、民間の人によく理解してもらうというのが一番い

いと思います。そういう意味で、今、やっぱり重要だと思ったのは、「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」

ですよね。政府としてオープンデータを充実させて、もっと増やすということはＧ８でも

チャーターになっているわけですから、やっぱりこれはやるべきだと思います。その場合、

例えば今のように国土交通省が出すのだったら、どういうルールにするかというのを今か

ら考える必要がなくて、この「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」に従えばいいわけです。内閣官房が

決めているルールに従ってやるというのが筋だと思うので、だから、やっぱりそういう意

味で行くと、国土交通省もこの「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」に協力して、できる限り、政府オ

ープンデータを増やすというようなことをやって、それでいかにいいことがあったかとい

うことを示すということですよね。公開しなきゃだめです。それがやっぱりいろいろなこ

とに役に立つということを見せて、それで民間の人にも一緒にやりましょうよという形に

持っていくというのが政策推進的には正しいという感じがします。 

 そういう意味で言うと、例えば今の歩行者ということで言うなら、直轄の国道のところ

とか何かでうまく行っているから、市町村道もやってくれとか、それとか民間の道路もそ

ういうデータを出したらどうかと誘導するとか――何か順番的に言ったら、そういう方向

がいいのではないかと思います。そのお手本として、どういうデータを出したらいいのか

ということを話したいですね。今は２回目だから、まだ一般論をやっていてもしようがな

いと思いますが、だんだん後のほうになるにしたがって、少し絞り込んでいく必要がある。 

 「ＤＡＴＡ.ＧＯ.ＪＰ」って、森さん、こういうのをつくるのに協力していたんでしょ

う。 

【森委員】  はい、そうです。 

【坂村委員長】  だから、これはよくできているわけですよね。 
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【森委員】  私がお手伝いしたのはわずかですが、非常によくできていると思いますし、

やっぱり霞が関側でも、なかなかそう何でもかんでもというわけに行きませんというわけ

だったわけですけれども、先生ご案内のように、これは世界的には、当然、推し進められ

るべきことであり、かつ、ライセンスはできるだけ軽いほうがよかったわけですから、非

常にせめぎ合いをしながら、最終的にここに落ち着いたわけですので、これで徹底的な公

開をするということはやっていただいて、その上で、歩行者支援という観点で何となく流

れをつくれないかという、ユーザーインターフェイス、ここでのユーザーというのは、オ

ープンデータを見る事業者、サービス提供者側がユーザーなわけですけど、ユーザーイン

ターフェイスみたいなものを工夫していただくのがいいんじゃないかと思いますね。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、そういうことを踏まえて、その次ですが、提言骨子――これからどうするに

近いほうにだんだんなってきていると思いますが、説明をしていただいて、またご意見い

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【総合政策局総務課政策企画官】  それでは、資料４に基づきまして、年度末にこの委

員会で提言していただこうと思っております提言骨子（案）のご説明をさせていただきま

す。 

 大きな構成といたしましては、１番にはじめに、それから２番にオープンデータ環境の

必要性、３番にあり方、それから４番に支援策のようなものを書き込んでございます。 

 １ページの１番目のはじめにであります。ここはこの委員会のそもそもの目的、経緯、

こういうユニバーサルな社会をつくっていって世の中を活性化していこうというふうなこ

と、そしてそこにＩＣＴが今、広がりつつあるというので、新たなステージに進めていく

時期に来ていると。さらには、折しも２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの

開催も決定したこともあり、これを契機に、ここを目標にして進めていくべきではないか

ということ。そして、最後にこの提言の位置づけとして、オープンデータ環境の必要性や

そのあり方、国の役割、そういったものを取りまとめているということを記述しておりま

す。 

 ２番目に、オープンデータ環境の必要性でありますけれども、前回の委員会でご説明し

ましたように、今、現場の隘路となっているのがデータの収集、整備、管理の部分なので、

ここをオープン化すると、そういう負荷が軽減され、そしてまたいろいろなサービスが出

てくるのではないかというふうなことを記述しておりますが、先ほど来の議論を踏まえま
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して、やはりオープンデータの意味というのは、経済の活性化ですとかビジネスチャンス

の拡大ですとか、そういったこともきちんと言及するようにしたいというふうに思います。 

 ２ページ目からは、オープンデータ環境のあり方で、これは先ほど議事の１番、２番で

ご説明しましたことを文章にしております。１番のⅰ）はデータの種類でありますが、こ

れは公開原則の理念で進めていくのですが、まずはスモールスタートをしていくためには、

国として代表的なデータの例を示していく必要があるのではないかというのが上の３つ、

４つ目のポチぐらいまででございます。ⅰ）の最後のポチには、具体的にはサービスの実

施に当たっては、やはり地域ごとに地域でいろいろな事情やニーズなどを踏まえながら、

オープンデータ化を検討していく必要があるということを書いてございます。 

 ⅱ）はデータの形式・構造であります。これも先ほどご説明いたしましたが、当面はデ

ータの形式・構造は考慮する必要はないのではないかというふうにまずは提言をいただき

ます。ただ、その後、先ほど竹中委員のほうからもご説明ありましたけれども、必ずしも

それでいいわけではなくて、この次にはというぐらいのイメージですけれども、やはり機

械判読が可能な形式・構造に向けて、データごとに、そのデータに対するニーズですとか、

あるいはデータを加工するのに要する手間暇、そういったものを踏まえながら、加工する

必要性があるかないか、あるいは加工したほうがいい場合には誰がやるのか、そういった

ことも含めて、引き続き検討をしなければいけない、必ずしもＰＤＦのままでいいわけで

はないというふうなことを記述する予定であります。 

 ⅲ）とⅳ）は、先ほどまでの議事の中では特段説明をしておりませんけれども、いろい

ろな方々と議論をする中で、データに関して、付随的に必要なことを示しております。 

 まず、ⅲ）はデータの表現方法でありますが、これはいろいろサービスを実施している

方々と意見交換をする中で出てきております。やはりいろいろな地区でいろいろなデータ

がオープン化されたときに、それを組み合わせたり、あるいは横断的に利用しようと思う

と、そのデータごとに、やはりユニークなＩＤを持っておいてもらったほうが利用しやす

い、あるいはデータの内容を表現する言葉というのも統一的な辞書のようなものを用意し

てもらったほうがありがたいというふうな声もありますので、そういったことに対する検

討を進めていかなければならないというのがⅲ）の提言の案であります。 

 ⅳ）も同じくＩＤや表現方法と同じですけれども、とりわけ位置情報というものにつき

ましては、特にこういう移動支援サービスにおいて重要になるということで、また別に項

目を立てて説明をしております。さまざまな施設のデータですとかバリアの情報には位置
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情報をきちんと付与すると。位置情報というのは、別に住所とか、そういうことではなく

て、やはりＧＰＳ等で捉えられた緯度・経度のような情報を与える必要があるということ

であります。その位置情報も、それぞれがばらばらに表現をするのではなく、皆さんが同

じ表現方法をしたほうがいいというのが２個目のポチでありまして、ここでは例えば今現

在、国土地理院のほうで発行しております世界測地系で確定されます緯度・経度や、ある

いは階層まで表現できる場所情報コード、こういったものを活用するというのも考えられ

るのではないかというふうなことを書いてございます。それが位置情報に関する提言でご

ざいます。 

 ３ページ目は、利用のルールでありまして、ここは今、ご議論いただいた内容を踏まえ

て、またさらに分析をして書き加えましたが、今のところは、まずは公的なセクターが持

っているデータはＣＣ－ＢＹを標準としつつ、当面は政府標準利用規約を利用していって

いいのではないかと。民間のデータにつきましては、ここでは公的なデータと同じが望ま

しいけれども、いろいろな意向があるので、複数のデータを用意しておく必要があるとい

うふうには書いておりますが、先ほどの議論を踏まえて、やはり利用目的ですとか、そう

いったものに応じて、やはりいろいろなルールがあるということで少し次回に向けてデー

タの整理もしたいと思っておりますし、表現の仕方も検討したいというふうに思っており

ます。 

 （３）は論点の３つ目の役割分担ということで、オープンデータ環境をどういうふうに

整備して、どういう役割分担をやるか、これにつきましては、先ほど古屋委員のほうから

のご指摘もありましたように、ちょっと現地の状況をよく勉強しながら、どういうやり方

が一番いいのかという、自治体に対して何かアドバイスなりメッセージが出せるような表

現を考えていきたいというふうに思っております。今回は少しまでそこまで勉強が進んで

おりません。申しわけありません。 

 ４番目が今度は普及促進に向けてというタイトルにしておりますけれども、最初に言い

ました４つの論点のうちに最後の支援策のイメージで書いておりますけれども、データの

種類ですとか形式ですとかルール、こういったものを決めましても、それだけでは、なか

なかサービスが広まっていかないのではないかという思いで、こういう技術的なことに加

えて、同時変更で検討しなければいけないと思っていることを、今日は申しわけありませ

ん、項目レベルでしかご提案できませんが、こういったことについて、次回以降、検討を

進めていきたいと思っております。 
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 まず１番目は、やはりオープンデータ環境に関する理解をきちんと広めていかなければ

ならない。これは国交省だけでやる話じゃなくて、先ほど坂村委員長からもご紹介ありま

した内閣官房ＩＴ戦略本部のほうと連携をしながら進めていく話になりますけれども、や

はりそういう無保証、無責任なデータを出すことによって、いろいろなビジネスチャンス

が生まれて経済が活性化していく、だから出していきましょうよと。一方、利用する側も

そういうものだという理解の上、利用していくと。そういうことをきちんといろいろな機

会に広めていくというのがまず必要かというのを１番に書いております。 

 ２番目のオープンデータを利活用する仕組みの構築であります。これも先ほどの議論の

中で坂村委員長や古屋委員のほうからもありました、データを出すだけじゃなくて、それ

をどういうふうに使ってもらえるのか。先ほどの２,５００というのは非常に心強い数字で

はありましたけれども、例えばハッカソンみたいなやり方を紹介するですとか、そういっ

た形でせっかく集めたデータを皆さんに使ってもらえる環境、あるいは自治体の方々が使

ってもらうために何をしたらいいのかとか、そういったことを少し勉強して、ここには書

きたいというふうに思っております。 

 それから、関連技術等の標準化と書きました。先ほどの位置情報ですとか、あるいはＩ

Ｄの問題とかありましたけれども、各地でいろいろなことをやる中で、標準的に統一的に

やらなければならない部分、これを海外まで視野に入れたほうがいいものがあるかもしれ

ません。そういったことについて、標準化すべきものというのをきちんと認識して標準化

していくという作業も同時並行で進めていかなければならないというふうに思っておりま

す。 

 それから、４番目であります。要素技術の開発と書きました。技術的には、先ほどデー

タの種類とか形式がありましたけれども、やはりそれだけではなくて、その周辺の技術と

しても幾つか整理をしていかなきゃならないものもあるというふうに考えています。１つ

は基盤となる地図の充実なり活用であります。屋外の地図につきましては、今、国土地理

院のほうでいろいろと工夫を凝らして利活用しやすい形でできつつありますけれども、さ

らにそれを一層進めていくということもありますし、また、屋内の地図につきましては、

先ほど都市局の委員のほうからもありましたように、紙ベースのものがもっぱらばらばら

に整備されているような状況でもありますので、そういったものも利活用しながら、どの

ような屋内の地図をつくっていくのかというふうなことでございます。これにつきまして

は、今現在、東京駅周辺をフィールドとしましていろいろな勉強をまた国土交通省も始め
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ておりますので、そういった成果も踏まえながら、屋内地図のあり方というものについて

も提言ができればというふうに思っております。 

 それから、２つ目は屋内位置特定技術の汎用化ということで、ＧＰＳで屋外は大体カバ

ーできるわけでありますけれども、やはりＧＰＳが届かないような空間に行きますと、今

のところ、それが特定できる汎用化された技術というものは開発中という表現が適切かも

しれません。こういったものにつきましても、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇ

ｙとか、あるいはＮＦＣでありますとかＷｉ－Ｆｉですとか、いろいろな機器を使った研

究が今、進められております。そういったものをうまく汎用化できるようなことを提言と

して書きとめたいと思っておりますし、これにつきましても、先ほどご紹介しました東京

駅周辺のプロジェクトの中でも、今、鋭意検討中でありますので、その結果をうまく反映

していきたいというふうに思っております。 

 ３つ目に、歩行空間ネットワークデータの整備とあります。これも今、歩行者の経路案

内をしようと思うと不可欠な要素ではありますけれども、なかなかこれをつくるのに手間

暇がかかっているという状況でもありますし、また、民間の地図会社さんなんかでも、そ

れぞれが独自に今、整備しつつあります。そういったところとも連携しながら、こういっ

た歩行空間ネットワークデータというものをいかに労を割かずにつくっていけるのか、そ

ういったことに対する提言もしていかなければならないと思っております。 

 ５番には、人材の育成というふうに書かせていただきました。先ほど鯖江の例がありま

したけれども、ほかに１４地区の中で進めていく中では、やっぱりリーダーとなるような

存在がいて、そういった方々がうまく音頭を取りながらやっていく、あるいは千葉市さん

のように首長みずからやられているようなところもございます。やはりそういった人たち

をうまく育てていくということも考えていかなければいけないんではないかという意味で

５番に書いております。 

 ６番は、成功事例の提示というふうに書きました。いろいろなものをやっていって、先

ほどまさに出ましたオープンデータでやればどんないいことがあるのかということを見せ

るためにも、トップランナーのようなものを少し示していくということも大事かなという

ふうに思ってございます。 

 最後、７番には、オリンピック・パラリンピック東京大会に向けてということで、せっ

かく大きな節目ができたわけでありますから、そこに向かって産学官が連携して、このプ

ログラムを進めていかなければならないんじゃないかと言うふうなことを最後に提言とし
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ていただくような方向で現在、提言の作業を進めているところであります。 

 本日は項目ばかりのところが多うございますけれども、このようなものについてもまた

ご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いをいたします。 

【坂村委員長】  いつまでにこの提言を出すのですか？ この委員会の今年度の最後の

ところというと、具体的にいつでしょうか。 

【総合政策局総務課政策企画官】  今年度末、今、２月、３月でまた委員長初め先生方

の予定をいただこうと思っていますけれども。 

【坂村委員長】  これを出すのは３月末ですか。 

【総合政策局総務課政策企画官】  ３月です。 

【坂村委員長】  今日の資料は項目出しというか、全くこのとおりになるわけじゃなく

て、こういうたたきがないと議論もできないから出ているということですが、どんどん発

散させていく方向に行くと大変なことになるから、せっかくこの委員会の題目になってい

る歩行者移動支援ということに絞っていくべきではないかという感じを強く感じました。

今日の前半の話もそうだったのですけど、一般論に拡大させていくと大変なことになって、

オープンデータ全部のいろいろな民間、公共の使い方となると、官房でやっている話にな

ってしまう。あそこは特に何とかという具体論ではなくて、あらゆるものに関してやって

いますよね。だから、ここではやっぱり移動支援というか――歩行だけじゃなくて交通機

関も使うだろうから、いわゆる国土交通省が絡んでいるような移動する手段全般において

議論すると絞って行ったほうがいいのではないかと思いました。 

【竹中委員】  坂村さん、お言葉ではございますが、前回の委員会で坂村さんがイギリ

スの事例とかを挙げて、オープンデータというのをずーっとお話しになったんですよ。だ

から、おそらく皆さん、引きずられたと思います。オープンデータについて、まず語らな

いかんかなという感じになったんですよ。だから、今、言いはったのは正しいんです。だ

けど、前回、その話より、気持ちはわかるんやけど、私もオープンデータか、それに行く

かみたいな感じで前回聞いていて、今日もオープンデータの総論から入ったんで、だから、

何のためにオープンデータの話をしたかというたら歩行者移動やったんやけど、あまりに

もインパクトが強過ぎて、前回のオープンデータの学術的な研究がね。だから、それはち

ょっと皆さん、大変やったと思いますけれども。 

 今回、Challengedという言葉を使って大変ありがたいと思っております。障害者という

ネガティブな言い方じゃなくて、その人の中にある可能性のほうに着目する言葉ですよね。
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要するに、その人たちの中のネガティブなところを数えるんじゃなく、何ができる人やか

らというのが初めて経済だったり、社会の活性化につながってくるし、何よりすごいのは

助け合いができるようになるということなんですよね。みんながそれぞれに必要な情報を

持っていたら、それを取り込むんじゃなくて、人に教えてあげたくなったり、知らん人が

おったら、伝えてあげたくなったりするという、人間の本能の中にその気持ちがあるわけ

ですよ。オリンピックに向けて、おもてなしという言葉、まさにホスピタリティーという

ことで、実はここ２日ほどすごいおもしろいことがあって。全く耳の聞こえない、すこく

優秀な女性のお友達がおられて、片や全く目が見えない、ＩＴ、やっとこさ入ってきた年

配のおっちゃんがいてはるんですね。それで、ナミねぇがいて、３人でいろいろやりとり

をしているんだけど、全く見えない人と全く聞こえない人って、ＩＴがなかったら、コミ

ュニケーションが絶対とれないんですよね。見えない人はしゃべろうとするし、聞こえな

い人は書こうとするし。それが普通にしゃべれるのと、それから聞こえない優秀な女性の

方が、今、総務省のほうに、いわゆる団体代表でなく、聞こえないけれども、いろいろな

アドバイスができる人ということで、ＣＭ字幕のほうの委員になられて、それの議事録と

いうのが総務省に上がりましたと。そうすると、自分には基本的には関係ないのに、友達

になったということで、聞こえない人たちに何が必要か知りたいからって、全盲のおっち

ゃんが、ＩＴ、まだ入り口のおっちゃんが総務省の資料を一生懸命、今、音声で読み出そ

うとしている。でも、お話にあったように、途中にＰＤＦもあったり、なかなかソフトが

要ったりとか難しいこともあって、悩んでいて、うーん、まだ読み取れない、やっと何行

目までとか、どこら辺まで読めたとかいうのがきのうの夜中にメールが来たから、いや、

大変なご苦労はわかるけど、総務省のお兄ちゃんからもうちょっとわかりやすい形で説明

してもらうようにするからと私が言ったら、その人が、いや、僕はやっとＩＴ使えるよう

になったから、最後まで自分で今夜一晩かかって読んでみたいと言いはったんですね。こ

れがＩＴのすごさであり、データを人が持つということの意味やと思うんですよ。その話

が抜けてしまうと、これはすごくつまらんものになって、ただし、そこが押さえてあった

ら、今はまだこの段階ですというのでオッケーなんですよね。 

【坂村委員長】  この前、オープンデータは重要だと何回も言いましたけど、ほんとう

のことを言ったら、歩行者移動支援が全部、公の負担でできればいいけど、いろいろやっ

てみた結果、限界があるから、それを打破するための具体的な手段としてオープンデータ

を利用して、最終的にはみんなでインフラを維持していかなきゃだめだみたいな話をした
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んですよね。ただ、確かにオープンデータだけの話としてもインパクトが強過ぎて――そ

ういうふうに言った覚えもあんまりなかったですけどね。 

【竹中委員】  そういうつもりではなかったかもわからないけれども、やっぱりオープ

ンデータについての話になったので。 

【坂村委員長】  まぁ、オープンデータというもの自体が、まだ認知が低いので、今日

は２回目だから、一般論でもいいですが、この骨子を３月までにつくるときに関しては、

もうちょっと移動支援ということに対して集中していったらどうかというふうに私は思っ

たので。 

【竹中委員】  ビジネスでも、まさにこのサービス、あのサービスというのは、一人一

人、自分のニーズに応じて知っているわけやから、案外、自分にも適したニーズ、私は知

らないけど、あの人は知ってるっていうのもあって、それはビジネスのものすごい活性化

にもなります。あそこのあんな店が今、バーゲンやってみたいなちっちゃな話一つにした

って、それを情報を持っている人がどういうふうに伝えていくのかということで、ビジネ

スを上手に巻き込むのも、経済活性化であり、支え合いでありっていう、みんなで支えて

人が少なくなるときに、この情報をみんなで持つことによって倍の力にしていきましょう

よというようなミッションは掲げていただきたいなというふうに思います。 

【坂村委員長】  それと、もう一つ踏み込んでほしいですね。例えば、最後は多分、階

段がどこだとか何とかという話が出てくるんだけど、ここで最後、地図をどうするのかと

いう話は絶対出ますよね。それで、やっぱりグーグルマップになっちゃうのかとか、そう

いうことは議論しておいたほうがいいのではないかなという感じがします。国がやるのに

対してグーグルマップ依存したくないという話もあるので。ただ、それはまたすごい大変

なことで、グーグルマップに匹敵するようなものって、今、日本にあるかといったら、な

いんですよね。 

 地図そのものとしては、グーグルマップも、国土地理院がつくった基準地図をゼンリン

が加工したものを最後、グーグルがお金を全部出して利用して、その上に情報を足してい

るわけですよ。地図のベースそのものに関しては、国土地理院の地図でも問題ないんです

よ。上に載せるコンテンツは、みんなで入れればいいんですよ。しかし、ここはよく理解

しなきゃいけないのは、さすがグーグルで、そういうネットの時代で、公開してみんなが

使いやすい地図というのに対しての機能が山のようにあるんです。それは地図そのものじ

ゃないんです。前から言っていると思うけど、コンピューターのＡＰＩ――アプリケーシ
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ョン・プログラム・インターフェースというのが見事にそろっているんですよ。それと同

じものを用意するといったら、これは大変。ほんとうに大変。グーグルはものすごい開発

をしていますから、そこの地図そのもの以上に、それをネットワーク経由でいろいろな応

用システムから利用するための機能が重要で、それで簡単にいろいろなことができるよう

になっているんですよ、グーグルマップは。だから、皆あれを使うのですよ。それと匹敵

するものを国土地理院が作れるのかということです。今までのいわゆる本屋さんで売って

いる５万分の１の地図みたいな――私も子供のころ、山登りが好きだったから、本屋に地

図を買いに行きましたけど――もうそういう見るだけの地図の時代じゃないんですよね。

今、コンピューターベースの地図というのは、それが要するに他のシステムのベースにな

れる機能を実現しているのかということですよね。 

 森さんと古屋さん、何かご意見あればどうぞ。 

【古屋委員】  坂村先生の中核として歩行者支援をしっかりというのはすごい理解でき

るんですけれども、やっぱり何に使うのかというので、観光とか幾つか分野があって、そ

れなりのカスタマイズしながらやるところもあるので、ちょっと私の話は脇道にそれてし

まうのかもしれません。恐縮です。 

 ４の普及促進に向けてというところで、以下の取り組みが必要というので括弧でいろい

ろ書かれていると思うんですけれども、ここの中には、例えば国と地方の役割分担とか、

位置づけとか、民間をどう巻き込むかとか、そういうことについては何か言及するのかど

うかというのをちょっとお聞きしたいというふうに思います。 

 というのは、例えばスペインのマドリードなんかですと、マドリート観光局がハッカソ

ンみたいなものを自分でやっているんですね。そのコンテストを東京都さんみたいな形が

旗振ってやって、どんどんソフトをつくってくださいというふうにやったら、１３０ぐら

い出てきたということで、そこの中でも最も多いアプリケーションは観光・サービスとい

うところで、２つが文化・観光を細かく説明しようという。やっぱり使うニーズとかも違

ったり、それからマドリードだからこうだということもあると思うので、そういう意味で、

場所と進め方というのはすごい密接に関係していると思うんですね。イギリスなんかは、

雑誌社が企画していたりするので、多分、そういうので一から十まで国交省さんとか国が

やる必要はなく、場所と目的とうまく合わせて何か進めていく方法もあるんじゃないかな

とちょっと思ったものですから、そういう役割分担みたいなところをぜひ入れていただい

たら。 
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【総合政策局総務課政策企画官】  ４ポチの前の（３）のところに運営体制というふう

に記述をしておりました。ここのところでいろいろな先進事例ですとか各地の取り組みな

んかも踏まえながら、どういう役割分担で運営をしていったらいいのかということを記述

をしようとは思っておりました。今、スペイン、イギリスのお話がありましたが、ちょっ

と海外まで目が向いておりませんでしたので、そういったことも含めて調査をして、ここ

に書けるのか、もしくはここに入らないもので４ポチに項目を起こすのか、今のご意見を

踏まえながら、検討させてください。 

【坂村委員長】  今、言ったようないろいろな事例を付録か何かで出せばいいのではな

いですか。提言はそんなに長くならなくても、さっき、こういう成功事例を出すというよ

うなことを言っていたので、それを付録につけて、オープンデータを使うことによってい

ろいろなことをやっていますよという例があるんだったら教えていただいて、そういうも

のを入れ込むとか、そういうことでしょう。 

 それと、観光と歩行者移動というのは非常に関係あると思うのは、何のために移動とい

ったら、観光のためとか、仕事のためとかってなるわけだから、そこは非常に重要で押さ

えたほうがいいですよね。何のためにということで。だから、役割分担は非常に重要だと

思うので、ちょっとそれをどこに入れるかを考えていただいて。 

 森さん、どうですか。はい、どうぞ。 

【森委員】  先ほどオープンデータに行き過ぎではないかみたいなお話もありましたけ

れども、私はせっかくですから、ある程度、オープンデータにフォーカスしていっていい

のではないかと思っていまして、特にデータを提供してもらう企業のほうからしたときに、

社会貢献ということは、これまでもいろいろな形で考えてきたと思うんですけれども、あ

まりオープンデータで社会貢献ということは、それほど経験もないし、先ほどメトロのお

話がありましたけれども、そういう成功事例みたいなものもそんなにないんじゃないかな

と思っています。仮にあっても知られていないかもしれません。オープンデータによる社

会貢献が歩行者支援の文脈でできるんだよということを教えてあげるということはできて、

それを動機にしてデータを提供してもらうということができるのではないかということは

一つあるかなと思います。 

 ちょっとお書きぶりの中で具体的にコメントさせていただきたいのは、３ページ目の

（２）の利用ルールのところなんですけれども、３ポツのところに民間セクターが所有し

ているデータに関するルールということで、ほんとうは公的セクターのルールと同じが望
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ましいけれども、データ所有者の様々な意向を想定して、複数のルールを用意しておくこ

とが適当。これは全くそのとおりなんですけれども、ただ、やはり原則として、一つであ

るルールがいっぱいないほうがいいというのはオープンデータの鉄則ですから、そういう

意味では、公的セクターのルールとどうしても違うであろうと想定されるようなこと、例

えば非営利とか改変禁止とかのＣＣのどれかに寄せる形で、ひとつ、こちらから提案でき

るものがあってもいいんじゃないかと思いますね、統一ルールとして。その統一ルールと

して提案することと、オープンデータによる社会貢献をしていただくといいますか、さら

に言えば、何かキャンペーンみたいなものとセットで統一ルールの提案をこちらからでき

れば、そういうプロジェクトが国の派生で動き出していて、それは社会貢献であると広く

認知されて、それはオープンデータであって、かつライセンスは、みんなもやっているん

だったらおれもやるかと、そういう話にできるかもしれないなというふうに思いました。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

 竹中さん、もう一回、どうぞ。 

【竹中委員】  日本の企業って、横並びがすごく好きって、悪い意味じゃなく、あそこ

もするんやったら、うちもしようか、広がってきたから、うちもしようかみたいなことが

あって、そこでビジネスのルールができていくというところがあるんで、国交省のほうが

強く言ったからといって、そのとおり、言うことを聞いてこられるということはなかなか

ないとは思うんですよね。だけど、データをオープンにすることによるメリットが説得す

る側にある程度、論として持ってやんといかんので、例えば今のお話を聞いていて、どう

いう説得の仕方が逆にありますか。 

【森委員】  私、そういうの苦手なんですけど、例えば歩きやすい日本キャンペーンを

始めました、オープンデータでぜひともご参加いただきたい、こういうものをお持ちでし

ょう。それについては、こういうライセンスをご用意していて、これは民間事業者さんだ

から、営利禁止とかわかっていますので、それは政府のやつと違って入っています。皆さ

ん、これで歩きやすい日本に参加していただこうと思っているんですけど、キャンペーン

と歩きやすい日本ライセンスと、そういうものがセットで提案できないかなという、そう

いうイメージです。 

【竹中委員】  ということは、目的とプロセスとメリットを全部ちゃんと提示してあげ

るということですか。 

【森委員】  そうですね。多分、そんなにぱっと聞いてもわからない方が多いかとは思
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いますので。 

【竹中委員】  多分、私もオープンデータとデータをオープンにするということの違い

がよくわかってないんですけど、だんだん、今、わかってきたところです。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

 大体、皆さんが言っていることをちょっと整理すると、移動するということがいろいろ

な経済的効果もあるし、また、ハンディーキャップの人も助けるとか、いろいろな意義が

ある――移動を助けるということは、最初に技監もおっしゃったように、そういう移動目

的に注目するというのはユニークな見方ですから、最初のほうに「移動を助けるというこ

とはどういうことか」ということをちゃんと書いたほうがいいと思います。何のための移

動するのかといえば、観光も出てくるし、仕事も出てくるし、いろいろなことが出てきま

すよね。「だから移動を助けるのだ」ということを最初に――今日、一番最初の参考資料に

出ていたように、わかりやすい絵があったじゃないですか。こういうのを入れて書くべき

だと思いますよね。 

 それから、２番目に、そのときに私も言ったように、――インパクトがあり過ぎたと竹

中さんに怒られちゃったけど、全てのことが国の負担できるならば、別にオープンデータ

とか何とか言わなくたっていいのですよ。でも、結局、現実的にやろうとすると、オープ

ンにして、いろいろな人の協力を得ないとできないからオープンデータが重要だと言って

いるのです。その前提がないと、バリアフリーマップなんか全部国でつくればいいという

話になります。じゃあ、具体的にオープンデータを使っていくといったときに、ある程度

の例示をしないとよくわからないという話も何回も出ていましたから、そういうものは付

録に入れる。あとひとつ、ここで非常に重要なことは、国がリードしてみんなでやろうよ

という態度を出さないと、なかなか民間もできないんじゃないかという話が出ていますか

ら、国はこうすると――国といったって、国土交通省だけでもいいから、こういうような

考えでやるんだというふうなことをまとめられたら、いいと思います。この提言として、

民間の人もみんなも一緒にやりましょうよというような、何か最後、そういう感じの提言

がいいのではないかなと思います。第三者的に上から目線で「こういうことがあるから、

こうなっているんだから、やったら」みたいなことではなくて、もっと「オープンデータ

出すから一緒にやろう」という態度が出ないと、ちょっとネット時代の新しいやり方じゃ

ないんですよね。ちょっと今までやってなかったかもしれないけど、そういう姿勢を出し

てほしいですよね。 
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 それで、ずっとここにいらっしゃる方を見ていると、技監が出ていらして、国交省の方

も全部局の方いらっしゃるじゃないですか。ですから、何か協力してやったらできると思

うんですよね。端から見ていくと、国土地理院はやはり重要なんですよね。オープンデー

タに、国土地理院がどう取り組むかですよね。国総研は多分、研究所だから、そういうこ

とを一緒に研究してほしいですよね。あと、観光庁もさっきから何回も出ている、移動の

目的というところで重要な関係があるでしょう。それと、あとやっぱり航空局とか港湾局、

絶対関係ある。例えばパラリンピックをやったら、障碍をお持ちの方が船や飛行機で日本

に来られるわけだから、そのときにどういうデータがオープンにできるのかというのは、

ものすごく重要だと思うし、自動車だって、ＶＩＣＳのデータは車には自動的に出してい

るのに、何で人間には出してくれない――例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒ

ｇｙか何か使って、もうちょっとスマホでとれる手段で、ＶＩＣＳ出しているような情報

と同じようなものを何か出してくれないですかとか。鉄道局は関係大ありで、さっきから

何回も言っている公共交通オープンみたいなものが関係してくるわけだし、それから水は

絶対、そういうオープンデータで、水辺で遊んでいいのか遊んじゃいけないのか、移動と

いうのはそういうところに行くということも目的だし、国土政策局は全体のプランという

ふうなことで関係してくるでしょうし、もう大臣官房がやってくださいよという感じにな

ってくるわけだし、あとは安心・安全というのはさっきから何回も出ていて、特に何か被

害があったときにどうやって逃げるのかというときだって移動ですよね、そういう災害の

ときとか、そういうことがあるし、都市と道路はそのものだしという、そういうようなこ

とで、もうちょっと国土交通省全協力でやった結果、こうなったというような提言にさえ

もなっていたいなと思います。東京駅が何とかだからそこだけやるっていうのではなくて、

もうちょっと大きなスケールで、もっとどうすべきだという提言に行ってほしいなという

感じですよね。まだ何カ月かありますから――今日は２回目ですから、今日、委員の方が

おっしゃったことを入れて、少し構成とって、また個別にご意見を聞いたりすることもあ

るかもしれませんが、そういうことで最後の提言をつくっていくということがこの委員会

の重要な目的ですよね。ですから、それでぜひよろしくお願いしたいと思いますけど、何

かもうちょっと最後に言っておきたいということがあればどうぞ。 

【竹中委員】  もう最後ですか、済みません。 

 骨子のはじめには、私、すごいいいと思います。特に最初の３行の急激な人口減少、少

子化、異次元の高齢化が進展する中、豊かで活力ある社会を築き、維持・発展していくた
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めには、あらゆる人が社会に参加し活躍できるユニバーサルな社会を構築していく必要と

いう、まずこれを持ってこられたということは、先ほど私もお話ししたけど、一番重要な

ポイントやし、これをはじめにの冒頭に入れられているというのは敬意を表したいなと思

います。 

 だからこそ、この論を最後まで大切にしてもらいたいというか、それであなたたち、困

っている人がいたら、このシステムで助けてあげるのよっていうのではなく、でき上がっ

たシステムで、みんな助け合いしてちょうだいですよね。今、上から目線って言われたの

は、ちょっと感じが違うんですけど、基本的に人は自分が行きたいところへ動こうとする

意思を持っているし、困っている人を見たら、無意識にでも助けようとする力を持ってい

るという、まずそういった人間のこういう情報通信って、悪のあるところに着目したら、

怖くて何にもできなくなるわけじゃないですか。だから、善のある部分に信頼を置いて、

その人の善なる部分を後押しする、だから、皆さんの気持ちで使ってくださいねという、

それはこの３行でかなり語られているのかなという気がして、私はこのはじめにの部分は

すごく好きです。 

【坂村委員長】  私、昔から言っていることで、いつも毎回出てくるんですが、ぜひこ

れはこのままというか、最後までこの論調で行ってほしいというご意見で。 

 どうぞ。 

【森委員】  済みません、一言だけ申し上げます。 

 やはりこれまでオープンデータというのは、私はここ二、三年のことしか知りませんけ

れども、国と自治体がオープンにするというものがオープンデータだったわけでして、当

然、全てその方向で議論してきたわけですが、本件はそうではなくて、民間のデータをも

らうということを含んでいまして、そういう意味では挑戦的な新しい試みですし、ぜひい

ろいろな困難が当然あり得ると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。で

すので、報告書にも、これは国のオープンデータだけではなくて、民間の協力を必要とす

るものであるということも何か一言書いていただいてもいいかなというふうには思います。 

【坂村委員長】  ありがとうございます。 

【古屋委員】  釈迦に説法なってしまうのかもしれませんけど、やはり全て全部できる

というふうに抱え込んでしまうと、行政の方も大変だと思うので、多分、全て完璧は無理、

だから、みんなでよくしていこうよという発想で、先生の言われたみんなでいい国つくっ

ていこうよという思想で、小乗仏教から大乗仏教みたいな感じで、みんなハッピーになっ
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ていくという、そういう明るい感じが先生方の話を聞いていて思いました。 

 ありがとうございました。 

【坂村委員長】  明るくしてくれということですね。 

 要するに、オープンデータという考え方そのものがもう「みんなでやらないとできない」

という考え方で、すごく大きなパラダイムチェンジなんですよね。ほんとうのことを言え

ば、国が全部やってくれるなら一番いいと思いますよね。だって、税金払って、国民から

してみたら、国家がみんなやってくれるというのが一番よくて、そのために税金払ってい

るんだから、全部やってねっていうふうに。 

【竹中委員】  だから、今まで日本人、それで来たからあかんかったんや。自分らでも

っとせなあかんことを、誰かしてくれるといって、税金払ったらしてくれると思っていて、

それは違うと。税金払うほうも受けるほうも同じ立場でもう議論せなあかん時代に来たの

で、それぞれのできる努力を。 

【坂村委員長】  だから、そういう意味で言うと、今、パラダイムチェンジの重要な境

界点みたいなところにいるというようなイメージを出して、ちょっとやり方も変わって、

みんなでやっていく方向にならざるを得ないんだけど――「みんなでやろう」と、「暗い方

向に行かないで明るい方向に行ってくれ」というふうなことを、非常に難しいですけど、

そういう提言にしたい。事務局は優秀だから、委員の皆様方から出ているような意見を取

り組んだ上で――さっき言ったように、今日の資料は案ですから、またさらにバージョン

アップした案がもう一回ぐらい出て、さらにというようになると思いますので、ぜひよろ

しくお願いします――ということで、今日もいろいろとありがとうございました。早く終

われるかなと思ったら、そんなこともなくて、ちゃんと時間どおりになってきております

が、最後に事務局のほうから今後の予定とか、お願いします。 

【総合政策局総務課長】  長時間にわたりまして、活発かつ熱心に示唆に富むご議論い

ただきまして、ほんとうにありがとうございました。 

 次回の日程につきましては、追って事務局よりご連絡させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の内容につきましては、後日、委員の皆様方に議事録の案を送付させていた

だき、ご同意をいただいた上で公開したいと存じます。また、近日中に速報版として簡潔

な議事概要を国土交通省のホームページにて公表いたしたいと考えております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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 本日の会議資料は、そのまま置いていただければ、追って郵送させていただきますので、

お申しつけください。 

 それでは、以上をもちまして、第２回ＩＣＴを活用した歩行者移動支援の普及促進検討

委員会を閉会とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

【坂村委員長】  どうもありがとうございました。 

以上 


